








考察および要約 

1)アンケート調査の結果は,わが国の成熟児の高ビ血症の治療ことに光療法の適応基準は

統一されておらず,基準よりもそれ以前の管理体制および治療方針の差異に問題を残して

いると思われた。 

2)光療法施行,交換輸血施行および無治療の高ビ血症児を対象とした聴力障害を中心とす

るフォローアップの結果は,われわれの成熟児の高ビ血症に対する光療法の基準の妥当性

を示すものであるが,これらの基準は新生児専門医によって綿密に管理できる施設に限る

べきであろう。 


